
 

 

 

令 和 ５ 年 度 

ごみ対策調査特別委員会 
 

行 政 視 察 報 告 書 
 

 

 

１ 期 日 

  令和５年１１月６日（月）～１１月８日（水） 

 

２ 視察先及び調査事項 

     エコクリーンピアはりま（兵庫県高砂市） 

・広域処理施設の整備・運営事業について 

鳥取県西部広域行政管理組合 

・新しい一般廃棄物処理施設の整備について 

     広島市ごみ処理施設中工場（広島市） 

      ・施設見学 

 

３ 出張者 

委 員 長 藤 井 武 彦  副委員長 川 又 由美恵 

委   員 今 井 廣 一   委  員 佐々木   充 

委   員 御 荘 秀 樹  委   員 越 智 俊 幸 

委  員 藤 田 節 雄  委  員 一 色 輝 雄 

委  員 楠     學  委  員 伊 藤 孝 司 

副 議 長 髙 橋   保 

随行職員 野 村 純 江 

随行職員 鎌 田 真 衣 

 



 

特定調査事項（高砂市） 

 

 

○ エコクリーンピアはりまについて 

 １ 広域化に至った経緯について 

２ 一部事務組合ではなく事務の委託で実施することにした理由について 

３ 事業費負担について 

４ 施設の概要について 

 ５ 事業運用後の新たな課題について 

 ６ その他 

 



R5.11.6 (月)
高砂市エコクリーンピアはりま



 
愛媛県⻄条市議会 視察時のご質問回答 

高砂市エコクリーンピアはりま 
 
１． 広域化に至った経緯について 

（回答） 
2 市 2 町では、従前において可燃ごみはそれぞれ単独で処理を行い、不燃、粗大 

ごみは加古川市と当市が単独、稲美町と播磨町は一部事務組合を設置し共同処理 
していた。2 市 2 町は歴史的にも元々結びつきの強い地域であったことに加え、ご
み処理広域化の推進に資する次の２つの背景があった。 
① 構成市町により、地方自治法に基づく協議会「東播臨海広域行政協議会」が昭 

和４７年に設置されており、ごみ処理広域化以前から夜間救急、⻭科保健等の医
療部門で広域行政を行ってきた実績があり、議論や方針決定できる機関が既に
存在していた。 

② 2 市 2 町がそれぞれ所有していた可燃ごみ処理施設（焼却施設）の更新につい 
て、次期計画の検討を開始するタイミングが一致していた。特に、稲美町、播磨
町の 2 町は、当時の兵庫県の広域化計画では、焼却施設の単独設置ができず苦慮
していた。 

 
なお、各市町、既存の可燃ごみ処理施設（焼却施設）は、次のとおり。 
【加古川市】 

加古川市新クリーンセンター 432t/日（2003 年稼働開始） 
      【高砂市】 

高砂市美化センター 194t/日（2003 年稼働開始） 
      【稲美町】 

稲美町清掃センター 30t/日（1996 年稼働開始） 
      【播磨町】 

     播磨町塵芥処理センター 90t/日（1992 年稼働開始） 
 

 
 
２． 一部事務組合ではなく事務の委託で実施することにした理由に

ついて 
（回答） 

別紙「事務の委託と一部事務組合 まとめ」を参照。 
２市２町のごみ処理広域化の検討段階において、平成２４年度にごみ処理広域

化基本計画を策定し、その中で構成市町にとっていずれの方法が望ましいか検討
し、事務委託を選択した。 

     なお、このことについては地元等との協議において、住⺠のご理解を得るのに寄
与したと考えている。 



 
３． 事業費負担について 

（回答） 
    当広域ごみ処理事業についての費用負担は、事務委託に関する協定書を１市２町

それぞれと当市の間で取り交わし割合等を決定している。 
また、協定書において収入の取り扱いや基金の設置についても取り決めしている。

（協定書については別紙「加古川市と高砂市との間におけるごみの処理に関する事
務の事務委託に関する協定書」を参照。） 

 
 
４． 施設の概要について 

（回答） 
 別冊パンフレットを参照。 
なお、概要は以下のとおり。 

  施設名称：東播臨海広域クリーンセンター 
愛  称：エコクリーンピアはりま 
所 在 地：高砂市梅井 6 丁目１−１ 
用途地域：工業専用地域 
敷地面積：約３ｈａ 

     ※敷地⻄側のごみ搬入⾞両通行路は⺠間所有地を事業定借している。 
事業方式：DBO 方式 
建設期間：2016 年 12 ⽉〜2022 年 5 ⽉ 
運営期間：2022 年 6 ⽉〜2042 年 3 ⽉ 

 
（可燃ごみ処理施設（高効率ごみ発電施設）） 

    処理対象物：可燃ごみ、破砕選別後の可燃残渣及び不燃残渣 
処理能力：４２９ｔ/日（１４３ｔ/日×3 炉 24 時間連続運転） 

    焼却方式：回転ストーカ炉 
    燃焼温度：８５０℃以上 
    受入供給設備：ごみピット(約１０，０００㎥ ７日分)、ごみクレーン 
    熱回収方式：自然循環式ボイラ （４．０Mpa×４００℃） 
    集じん；ろ過式集じん器 
    有害ガス除去：アルカリ反応剤＋活性炭吹込、触媒反応塔 
    通風設備：平衡通風方式 
    灰処分 ：焼却灰（埋立及び資源化（セメント原料））、ばいじん処理物（埋立） 
    発電設備：蒸気タービン発電機１２，０００ｋW 
    煙突：内筒式 高さ５９ｍ 
 
 

 



（不燃・粗大ごみ処理施設（破砕選別施設）） 
    処理対象物：不燃ごみ、粗大ごみ 
    処理能力：３４ｔ/日（１日あたり５時間運転） 
    処理方式：低速回転式破砕機＋高速回転式破砕機＋選別機 
    選別：磁選機、可燃・不燃残渣選別機、アルミ類選別機 
    貯留：不燃残渣、可燃残渣、鉄類、アルミ類 各貯留バンカ 

（管理棟） 
    見学者スペース：大会議室（研修室）、屋上庭園、環境学習・啓発コーナー 
            （再生工房、展示等）、再生品展示スペース 
 

５． 事業運用後の新たな課題について 
（回答） 

電気料金高騰の影響等により予想以上の売電収入があったことから広域化の目
的の一つであった経費削減については想定を超える成果が上がっているが、将来
的には人口減少、プラスチック等資源化施策の実施及び循環経済の確立等により
燃やすごみ量やごみ質が大きく変動し、施設運営に影響を与えることが予想され
る。良好な運営を継続するためには日頃からの 2 市 2 町間の情報共有や連携の強
化を図っていくことが必要。 

 
 なお、余剰電力は当市にて一般競争入札により売却し、売却益については運営費
用に充当する他、一部を運営基金に積立し、将来の法改正に伴う施設改修や災害発
生時の復旧費用、事業終了後の施設解体費用等に充てることとしている。当市では
現在、余剰電力の更なる有効利用に向け、圏域内の脱炭素化への寄与について電力
地産地消事業の検討を開始している。 
 





























 

特定調査事項（鳥取県西部広域行政管理組合） 

 

 

○ 新しい一般廃棄物処理施設の整備について 

 １ 一般廃棄物処理施設を広域化するに至った経緯について 

２ 広域化を検討する上での課題について 

３ 事業費負担について 

４ 中間処理施設及び最終処理場候補地の選定について 

５ 今後の施設整備計画について 

 ６ その他 



R5.11.7 (火)
鳥取県西部広域行政管理組合

































 

特定調査事項（広島市） 

 

 

○ 広島市ごみ処理施設中工場について 

 １ 施設の概要について 

２ イベント利用など施設の活用について 

３ その他 



R5.11.8 (水)
広島市ごみ処理施設中工場



次     第 

 

 

日時：令和５年１１月８日（水）９時３０分 

            場所：中工場６階会議室 

 

 

１．中工場概要(９時３０分～１０時００分)  6 階会議室 

・挨拶 

・概要説明 

・質問等 
   
 
 

２．施設紹介動画(１０時～１０時１５分)   6 階会議室 

 
 
３．中工場内見学（１０時１５分～１１時００分） 

 
 




































